令和８年度版


竹原市空き家家財道具等
処分支援事業　募集要項

竹原市都市整備課住宅建築係

１　事業の概要
空き家の積極的な利活用により、空き家の増加を抑制し、空き家の流通を促すため、市内の空き家内の家財道具等を処分し、竹原市空き家バンクに登録又は宅地建物取引業者と媒介契約を締結する所有者等に対し家財道具等処分に要する経費の一部を、予算の範囲内において補助します。
２　事業の内容
（１）事業の要件
次の①～③のすべての要件に該当すること
①補助対象空き家

　　竹原市空き家バンクに登録された物件、１戸建ての住宅、併用住宅（住宅のうち、居住の用に供さない部分を有する建築物で延べ面積の２分の１以上を住宅の用に供するものに限る。）のうち、居住の用に供されなくなった日から１か年以上経過した建築物であること
②補助対象者
次のすべての要件を満たす者
〇家財道具等の運搬及び処分を関係法令に基づき適切に行う者

〇空き家の所有者若しくはその配偶者又はその親族（３親等内）であること

〇自ら家財道具等処分を行わず、第三者に委託する場合は、市内に事業所のある事

業者に委託すること。ただし、事業者は市内外の有資格者に請け負わすことは可能

〇補助金交付後、２年以上、空き家バンクへ登録又は宅地建物取引業者との媒介契約を締結すること

〇世帯全員が竹原市に納めるべき市民税等の滞納がない者

〇世帯全員が暴力団員等でない者
③補助対象となる費用
　空き家の家財道具等の運搬及び処分費用（リサイクル料金が必要な家電及び仏壇　の処分を含む。）で次の要件のいずれにも該当すること

〇交付の決定の日以後に家財道具の処分に着手し、令和９年２月末日までに実績報　告するものであること
〇過去に当該住宅の家財道具等の処分に係る本市の補助金交付を受けていないこと

（２）補助対象となる上限額及び補助率について
①補助上限額
100千円
②補助率
補助対象費用の1/２以内
（３）補助対象期間
交付決定後　～　令和９年2月２６日（金）
この期間内に処分着手→処分完了→処分代金の支払い→完了実績報告まで行うものが補助対象となります。
　
３　事業実施の方法
（１）交付申請　※先着順（予算の範囲内）
この補助を受けようとする者は、受付期間内に次の書類を窓口に提出してください。
※申請者は補助対象者となります。事業者が申請者となることはありません。
受付期間　令和８年５月１３日（水）～ 令和８年１１月３０日（月）
※受付期間内であっても、申込者多数の場合や予算を超過した場合は早期に受付を終了することがあります。
　　【提出書類】

交付申請書（様式第１号）※着手する20日前までに提出してください。
添付書類
・見積書の写し（内訳書を添付すること。一式では受付出来ません。）
・位置図
・家財道具等処分前の室内の写真

・補助対象物件の登記全部事項証明書又は固定資産課税台帳の写し
・住民票（世帯全員分）
・滞納がない証明（世帯全員分）
・確約書
・その他市長が必要と認めるもの

（２）交付決定

内容を審査した上で、交付を決定します。交付決定を受けた後に着手しください。

※交付申請の受付後に現地確認等を行います。通知前に着手した場合は、補助金を交付できません。
（３）変更交付申請

補助決定者は、事業の内容を変更する時は変更に係る処分の着手前に、次の書類を窓口に提出してください。
【提出種類】
変更交付申請書（様式第3号）
添付書類

・変更後の見積書の写し（内訳書を含む）
・変更予定箇所の写真
（4）変更交付決定

　内容を審査し、適正に実施してあることを確認し、変更交付を決定します。ただし、交付決定した補助金の額を超えることはできません。
（5）交付申請の取下げ

補助決定者は、交付申請を取下げる時は、次の提出書類を窓口に提出してください。
【提出書類】
申請取下届（様式第5号）

（6）完了実績報告
補助決定者は、処分が完了した時は次の提出書類を窓口に提出してください。
【提出書類】
実績報告書（様式第6号）

添付書類
・領収書の写し

・請求書の写し（内訳書を含む）

・家財道具等処分後の写真

・空き家バンク登録又は宅地建物取引業者との媒介契約書の写し
・その他市長が必要と認めるもの

（7）交付確定

内容を審査し、適正に実施してあることを確認し、交付確定をします。
（８）補助金の請求
　　補助決定者は、次の提出書類を窓口に提出してください。
※補助金確定通知書を受け取った日の翌日から30日以内に提出してください。

【提出書類】
補助金請求書（様式第8号）

（９）補助金の交付
　　確定した額を指定された金融機関へ振込みます。
（10）交付決定の取消、補助金の返還
次に該当する時は交付決定を取消し、補助金の返還をすることとなります。

○補助金の交付を受けた者が、補助金等の交付の決定の際に付した条件に違反したとき。

○交付の決定の日が属する会計年度の２月末日までに実績報告書の提出がないとき。
○竹原市空き家バンクの登録や宅地建物取引業者との媒介契約を２年未満で取止めたとき。ただし、第三者と賃貸又は売買の契約を締結した場合は除く。
○竹原市空き家家財道具等処分支援事業補助金交付要綱第12条の規定による審査を正当な理由なく協力を拒んだとき。
４　その他注意事項
この補助事業を受けて家財道具等処分を行った所有者又は事業者については、市による空き家の啓発等の協力を依頼することがあります。
（申請手続き～補助金交付までの流れ）







【受付窓口】
竹原市役所：都市整備課住宅建築係（４階）
　　　　　
【お問い合わせ先】
〒725-8666

竹原市中央五丁目６番２８号
竹原市建設部都市整備課住宅建築係

℡0846-22-7749
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①交付申請書の提出


【様式第1号】と添付書類





②書類審査・現地確認





④交付決定通知書の受取


【様式第2号】





③補助金交付決定





⑤処分着手





⑫補助金請求書の提出


【様式第8号】





⑪補助金確定通知書の受取


【様式第7号】





⑧実績報告書の提出


【様式第6号】と添付書類





⑦業者へ処分代金支払い





⑥処分完了





①-1変更承認申請書の提出


【様式第3号】と添付書類





④-1変更交付決定


通知書の受取


【様式第4号】





⑬補助金の交付


【指定金融機関へ振込】





⑩補助金交付額の決定





⑨書類審査・現地確認





③-1補助金変更交付決定





②-1書類審査・現地確認









